
資料１

地方議会議員年金制度の地方議会議員年金制度の
現状について



地方議会議員の役割について

○地方議会議員制度のあり方については、現在、第29次地方制度調査会で審議中である。
○地方分権時代における議会の役割に相応しい地方議会議員年金をどう考えるべきか。

【地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について】 （H17.12.9 第28次地方制度調査会）

第２ 議会のあり方
１ 議会に対する期待と評価 ２ 議会のあり方の見直しに係る具体的方策の検討

議会には、多様な民意の反映、さまざまな利害の調整、住民の
意見の集約などの役割が求められており、議会の構成や運営に
おいて、議会の意思と住民の意思が乖離しないような努力が従前
にも増して必要とされている。

また、議会は、団体意思の決定を行う議事機関としての機能と、

(1) 具体的方策の検討の観点
議会のあり方については、このような議会の現状についての住民

等の声や、先進的な議会改革の取組事例を勘案しながら、先に述
べた議会における利害調整機能、議事機関としての政策形成機
能、監視機関としての機能の充実が図られるよう、その見直しをまた、議会は、団体意思の決定を行う議事機関としての機能と、

執行機関の監視を行う監視機関としての機能を担っているが、地
方分権時代において、これらの機能の充実・強化が求められてい
る。

地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、団体意思の決定を
行う前提として 議事機関である議会の政策形成機能の充実が求

能、監視機関としての機能の充実が図られるよう、その見直しを
検討すべき時期に来ている。

また、議会の自主性・自律性の拡大の観点から、議会の権限、
長との関係など議会制度の基本的事項については法律で定める
こととし、その組織及び運営についてはできるだけ議会の自主性・
自律性にゆだねる方向で見直すことが必要であると考えられる行う前提として、議事機関である議会の政策形成機能の充実が求

められているほか、地方分権の推進に伴い、地方公共団体の役
割が拡大し、また住民への説明責任を果たすことがますます重要
となっていることから、執行機関に対する監視機能についても、そ
の一層の充実強化が必要と考えられる。

自律性にゆだねる方向で見直すことが必要であると考えられる。
このほか、それぞれの議会において、改革に取り組んでいる先

進的な取組を参考にしつつ、現行制度の積極的な活用や適切な
運用を進めることによって、議会の一層の活性化やその果たすべ
き役割と現状評価の間にあるギャップの解消を図り、議会の自己

他方、議会の現状については、民意の反映の側面からは、議員
構成が多様な民意を反映するものとなっていない、住民参加の取
組が遅れているといった指摘、また監視機能の側面からは、行政
改革や公金支出への監視が十分でないなどの指摘のほか、議員
定数が多すぎる、報酬が高すぎる、透明性が低いなどの指摘もあ

改革を進めていくべきである。 （後略）

定数が多すぎる、報酬が高すぎる、透明性が低いなど 指摘もあ
る。

その一方で、休日、夜間の議会開催やインターネットの利用など
により積極的に議会の審議の公開や広報活動を行う、あるいは住
民との意思疎通を図る取組を行う、条例案等の議員提出を積極的
に行うなど 新しい時代の議会に期待される機能を発揮すべく さ
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に行うなど、新しい時代の議会に期待される機能を発揮すべく、さ
まざまな積極的取組を行って議会改革に取り組んでいる議会も見
られる。また、議員定数、報酬についても自主的に抑制を行ってい
る議会も多くなっている。



参考
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出典：「チェック機能の充実」に関する調査審議について（第29次地方制度調査会第3回総会 H20.12.5）



○地方分権時代において、地方議会議員の専業化の傾向は強まると考えてよいか。
○地方議会議員が在職中に安心して議員活動に専念するためには、どのような地方議会議員年金制度が相応しいか。

地方議会議員の役割について
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※町村議会議員については、調査票
に「議員専業」の欄がないため、数
字は計上されていない。
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出典：全国都道府県議会議員職業別調（全国都道府県議会議長会）（H20）
市議会議員の属性に関する調べ（全国市議会議長会）（H20）
第49回町村議会実態調査（全国町村議会議長会）（H15)



○議員が１日のうち議員活動に割いている時間が６時間以上である者が５２．８％

○当選回数が低く 若い議員について 生活時間における議員活動の占める割合が大きい結果

参考 全国都道府県議会議員の意識に関する調査報告書（抜粋）

【議員活動に割く時間】

○当選回数が低く、若い議員について、生活時間における議員活動の占める割合が大きい結果

【議員活動に割く時間（年代別）】 【議員活動に割く時間（当選回数別）】【議員活動に割く時間（年代別）】 【議員活動に割く時間（当選回数別）】

出典：全国都道府県議会議員の意識に関する調査報告書（抜粋）
・「自治体議会議員の新たな位置付け─都道府県議会制度研究会最終報告─」（平成１９年４月１９日）に参考資料として掲載
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＜都道府県議会議員共済会提供＞



参考 横須賀市議会「議会でゲンキ！」（抜粋）
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＜市議会議員共済会提供＞



参考 分権改革先進事例集（抜粋） （H17.6.1) （地方六団体 地方分権推進連盟）

【北海道栗山町議会】 【三重県四日市市議会】

7＜三共済会提供＞



地方議会議員年金制度の意義（性格）について

○平成18年の検討会においては、下記のとおり、地方議会議員年金制度の意義（性格）について整理したところ。
○地方議会議員年金制度の基本的な意義（性格）については、変わりがないと考えてよいか。

地方議会議員年金の意義（性格）について（地方議会議員年金制度創設の経緯等からの分析）

（地方議会議員互助年金法の目的）（地方議会議員互助年金法の目的）

昭和３６年に議員立法により制定された地方議会議員互助年金法の目的は、「地方公共団体の議会の任務の重要性にかんが
み、これを組織する議員及びその遺族の生活の安定に資するため、互助の精神にのっとり、議員の退職、公務傷病及び死亡につい
て年金を給する制度」を設けようとするものとされており、まずは任意加入の互助年金として位置付けられたところである。

地方議会議員互助年金法においては、「将来とも永続する互助年金とすべく確固たる法の裏付けをするため、地方公務員の統一的
度な退職年金制度に関する法律が制定される際には、それに統合すること」とされており、同法附則第４項において、その旨規定されたと

ころである。

（地方公務員共済組合法への移行）

昭和３７年に地方公務員共済組合法に移行した際には、国会議員互助年金法に準じた制度とするため、強制加入の制度とするとと昭和 年に地方公務員共済組合法に移行した際には、国会議員互助年金法に準じた制度とするため、強制加入の制度とするとと
もに、掛金のみで給付を賄いきれない場合には、公費負担をする規定を設けることとしたものの、その意義（性格）については、互助年
金的な位置づけを変更しなかったところである。

（国会議員互助年金法の目的）

一方 昭和３３年に制定された国会議員互助年金法については 「互助の精神に則り 国会議員の退職により受ける年金等に関して方、昭和３３年に制定された国会議員互助年金法については、「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して
、国会法（昭和２２年法律第７９号）第３６条の規定に基づき定めるものとする。」と規定されており、「退職金」としての位置付けがなさ
れているところである。

（公的年金制度との関係）

また 地方議会議員年金 国民年金や厚生年金と重複加入が 能 ある とを踏まえれば 強制加入 はあるも 国民皆年また、地方議会議員年金は、国民年金や厚生年金と重複加入が可能であることを踏まえれば、強制加入ではあるものの、国民皆年
金の一環としての公的年金制度ではないものと考えられる。

（地方議会議員年金の性格）
以上を踏まえれば、地方議会議員年金は、国会議員互助年金や公的年金とは異なり、地方議会議員の職務の重要性等を勘案して
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出典：第２回地方議会議員年金制度検討会(H17.9.28)

を踏 、 議 議員年 、国 議員 年 年 異 り、 議 議員 職務 要性等を 案
政策的に設けられた公的な互助年金制度であると位置付けられるのではないか。



議員年金と被用者年金について

○給付については、民間サラリーマンが加入する老齢厚生年金と比べ、地方議会議員年金の給付水準が高いとは言え
ず、負担については、地方議会議員年金が老齢厚生年金を上回っている。

○一方、受給資格期間については、地方議会議員年金は１２年と短いが、選挙があるため、制度に継続して加入できると
は限らない。

○総合的に見て、地方議会議員年金制度は議員を優遇するものと考えられるかどうか。

【老齢厚生年金との比較】

老齢厚生年金 都道府県議会議員 市議会議員 町村議会議員

平均年金額
（※1）

1,526 千円 1,953 千円 1,026 千円 678 千円

総報酬に対する
負担割合

5.141 ％
（※２）

9.3 ％ 13.6 ％ 13.9 ％

受給資格期間
２５年

公的年金の制度間で加入期間
が通算される

１２年
公的年金の制度間で加入期間

が通算されない

※１：老齢厚生年金は、平成18年度、地方議会議員年金は、平成19年度のデータを採用
※２：平成20年９月以降適用されている保険料率から、平成16年度財政再計算で示された基礎年金拠出金相当保険料率を控除した率である。
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議員年金と被用者年金について

○議員年金の現会員のうち約４分の３は、被用者年金に加入していない中で、議員年金の役割をどう考えるか。
○被用者年金に加入していない者は、都道府県議会議員よりも市町村議会議員の方がその割合が高い。
○なお、被用者年金との併給を受ける場合は、議員年金額の４割（公費相当分）が控除される仕組みとなっている。

【現会員の被用者年金加入者の状況】 （平成17年８月31日現在）

未加入者 57 7%

未加入者, 75.0%

厚生年金 39 5%

厚生年金, 23.7%
その他, 1.3%

都道府県議会議員

合計

未加入者, 74.8%

未加入者, 57.7%

厚生年金, 23.8%

厚生年金, 39.5%

そ 他

その他, 2.8%

市議会議員

都道府県議会議員

（当選時）

（当選時）

未加入者, 78.4% 厚生年金, 20.9%
その他, 0.7%

その他, 1.4%

町村議会議員

（当選時）
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出典：平成18年実態調査（都道府県議会共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会）
※都道府県議会議員及び市議会議員については、当選時における被用者年金の加入状況であり、町村議会議員については、平成17年8月31日現在における被用者年金の加入

状況である。状況である。
※「その他」は、「旧船員保険法」、「地方公務員等共済組合法」、「私立学校共済組合法」、「国家公務員等共済組合法」又は「農林漁業団体職員共済組合法」に基づく年金である。

【被用者年金との重複期間の控除】

退職年金の年額の計算式 重複期間 40 （※）
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控除額 ＝
退職年金の年額の計算式
により算出した額

×
重複期間

×
在職期間

40 （※）

100

（※）平成15年度より前の期間は25



都道府県議会議員・市議会議員・町村議会議員の重複状況

○制度としては、それぞれの地方議会議員共済会の受給資格を満たせば、それぞれの年金を受給することが可能。
○実態としては、地方議会議員共済会の重複する者は、年金受給者全体の１％未満であり、どう考えるか。

(1) ２つ以上の区分の地方議会議員共済会の年金受給者（退職年金）である者 （平成21年３月31日現在）

（例）市議会議員１２年 県議会議員１２年在職した者該当者 割合

<現在>

（例）市議会議員１２年・県議会議員１２年在職した者

市議会議員１２年

<65歳>

県議会議員１２年

該当者 割合

１ 県・市 ３２１ 人 ０．５％

２ 県・町村 ４３ 人 ０．０７％

県：年金

市：年金

３ 市・町村 ０ 人 ０％

４ 県・市・町村 ０ 人 ０％

合 計 ３６４ 人 ０．５９％

(2) 地方議会議員共済会の年金受給者（退職年金）で、現在、他の区分の地方議会議員である者

受給者 会員 該当者（人） 割合 （例）市議会議員１２年・県議会議員１２年在職している者
１ 県 市 ５ 人 ０．０１％

２ 県 町村 ０ 人 ０％

３ 市 県 ２８７ 人 ０．４７％

４ 市 町村 ３ 人 ０ ００％

<現在><65歳>

市議会議員１２年 県議会議員１２年

４ 市 町村 ３ 人 ０．００％

５ 町村 県 ４０ 人 ０．０６％

６ 町村 市 ０ 人 ０％

７ 県・市 町村 ０ 人 ０％

市：年金

県：年金
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８ 市・町村 県 ０ 人 ０％

９ 県・町村 市 ０ 人 ０％

合 計 ３３５ 人 ０．５４％

（参考）
○平成２０年３月末現在の退職年金受給者数：61,701人

出典：各三共済調査


